
           

 

 

１ 日   時 令和８年７月５日(日)午前６時 00 分～７時 00 分 

    ※小雨決行ですが、実施の可否については各行政区において判断して 
ください。（荒天の場合は実施しません。）  
 ※清掃実施の合図（のろし打ち上げ）は行いません。 

２ 清掃場所 道路、公園、集会所など                 

３ ごみの分別方法 
燃やせるごみと燃やせないごみは、別々に収集して回りますので、分別徹底にご協力をお願いします。 

ごみの分類 使用袋 注意事項 

●燃やせるごみ 

（紙ごみや枯れ草など） 
透明のポリ袋 燃やせるごみと燃やせないご

みは必ず分別し、同じ袋に混

在することがないようにして

ください。 

 

●燃やせないごみ 

（空き缶、ビンなど） 
透明のポリ袋 

 

●側溝の汚泥 土のう袋 

よく水を切ってから入れてください。 

※つめ込む量は、１人で持ち運べる重さま

でにしてください。袋の半分が目安です。 

●公園や街路樹の 

 木の枝 

袋不要 

※ひもで束ねる 

枝は長さ 60㎝、太さ 10㎝以内に切断し、

ひもでしばってください。※落ち葉や草は

燃やせるごみと同様に透明のビニール袋へ

入れてください。 

４ ごみの回収 
資源回収の集積所に分別して置いてください。8時から回収に周るため、8時ま

でに作業を終了し、ごみを出してください。燃やせるごみと燃やせないごみは、別々

に収集して回りますので、分別徹底にご協力をお願いします。 

※注意事項 

・作業中は、事故、けがなどないよう、十分にご注意ください。 

・公園や道路等の清掃です。庭木の剪定枝等を出す例が見受けられますが、これら家庭からのご

みは、絶対に出さないでください。 

・草刈りの際には、水路に刈った草を流さないようにしてください。下流での詰まりの原因にな

ります。 

【問い合わせ先：市民生活課 環境政策推進室 電話 ２４-５２８５】  

回 覧 


